
 令和８年第２回教育委員会会議 報告事項（６） 

 

    

教育委員会の権限事務に係る教育長の臨時代理（県議会議案「沖縄県 

公立高等学校教育改革推進基金条例」に対する意見） 

 

県立学校教育課  

１ 概要 

 令和８年第１回沖縄県議会に知事が提出した議案「沖縄県公立高等学校教育

改革推進基金条例」に係る、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29 条

の規定に基づく意見聴取に対する回答について、教育委員会会議を開催する時

間的余裕がなかったことから、令和８年２月２日に沖縄県教育委員会の議決事

項及び教育長に委任する事項等に関する規則第７条第１項に基づき、教育長に

よる臨時代理により回答した。 

 

２ 「沖縄県公立高等学校教育改革推進基金条例」案の概要 

１ 基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定める。（第１条から第７

条まで） 

２ この条例は、公布の日から施行する。    

 

【参考】 

 公立の高等学校及び特別支援学校の高等部における教育改革を推進すること

を目的として、沖縄県公立高等学校教育改革推進基金を設置し、その管理及び

処分に関し必要な事項を定める必要がある。 

 （基金の設置期限：交付の日から令和 11 年３月 31 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 臨時代理した意見の内容 

議案「沖縄県公立高等学校教育改革推進基金条例」は、公立の高等学校等に

おける教育改革を推進することを目的とするものであることから、異議がない

旨を回答した。 

文部科学省 
都道府県 

（基金） 

補助 

１ アドバンスト・エッセンシャルワーカー等育成支援 

２ 理数系人材育成支援 

３ 多様な学習ニーズに対応した教育機会の確保 

沖縄県公立高等学校教育改革推進基金

（令和７年度基金積立金 6,000 万円） 

 



条例案の概要の説明

部課名 教育庁県立学校教育課

１ 件名

沖縄県公立高等学校教育改革推進基金条例

２ 制定の経緯及び必要性

⑴ 令和７年11月の「強い経済」を実現する総合経済対策（令和７年11月21日閣議決

定）において、公立高校等への支援の拡充を図るため、国から2025年度中に提示され

る「高校教育改革に関するグランドデザイン2040（仮称）」に沿った緊要性のある取

組について、都道府県に造成する基金等により先行的に支援することが示された。

⑵ ⑴を踏まえ、公立の高等学校及び特別支援学校の高等部における教育改革を推進す

ることを目的として、沖縄県公立高等学校教育改革推進基金を設置し、その管理及び

処分に関し必要な事項を定める必要がある。

３ 制定案の概要

⑴ 基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定める。（第１条から第７条まで）

⑵ この条例は、公布の日から施行する。（附則第１項）

⑶ この条例は、令和11年３月31日限り失効する。（附則第２項）

４ 根拠法令

地方自治法（昭和22年法律第67号）第241条

５ 関係各課との調整状況

財政課と調整済み

６ 添付資料

⑴ 根拠法令等の参照条文

⑵ その他参考となる資料



乙第24号議案

沖縄県公立高等学校教育改革推進基金条例

（設置）

第１条 公立の高等学校（特別支援学校の高等部を含む。）における教育改革を推進する

ことを目的として、地方自治法（昭和22年法律第67号）第241条第１項の規定に基づ

き、沖縄県公立高等学校教育改革推進基金（以下「基金」という。）を設置する。

（積立て）

第２条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

（管理）

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保

管しなければならない。

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができ

る。

（運用益金の処理）

第４条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入す

るものとする。

（繰替運用）

第５条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率

を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

（処分）

第６条 基金は、第１条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な費用の財源

に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

（規則への委任）

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。



（この条例の失効）

２ この条例は、令和11年３月31日限り、その効力を失う。

令和８年２月10日提出

沖縄県知事 玉 城 康 裕

理 由

公立の高等学校及び特別支援学校の高等部における教育改革を推進することを目的と

して、沖縄県公立高等学校教育改革推進基金を設置し、その管理及び処分に関し必要な

事項を定める必要がある。

これが、この条例案を提出する理由である。


